
 

２０２５年 ３月 ３日 

愛三工業株式会社 行動計画 

 

当社では、会社が持続的に成長し、社会へ新たな価値を生み出すための重要基盤の一つ 

として、ダイバーシティ＆インクルージョンの取り組みを推進しています。 

従業員一人ひとりが個性や能力を最大限発揮できる、働きがいのある職場づくりに向け

て、次の通り「女性活躍推進法・次世代育成支援対策法基づく一般事業主行動計画」を

策定しました。 

 

１．計画期間： ２０２５年 4 月 1 日 ～ ２０２７年 3 月 31 日 （２年間） 

 

２．当社の課題 

・女性社員の採用拡大 

・管理職に占める女性比率の向上 （候補者母数の確保） 

・女性社員を含む多様な人財がイキイキと働き続けられる環境の整備  
 

 

３．目標と取組内容・実施時期 

 ＜目標１＞女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 

正社員における女性比率を向上する。 

※2024 年度比１％向上 

＜主な取組内容＞ 

 若年者のコンディション診断・面談による離職防止 （‘２２年度～継続実施） 

 女性にも「愛三工業を知ってもらう」情報の発信  （‘２２年度～継続実施） 

 キャリア社員の積極的採用           （‘２３年度～継続実施） 

 

 

＜目標 2＞女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 

女性管理職（課長級以上）を２０３０年までに１０名以上にする。 

 ※行動計画期間：２０２７年までに 8 名以上 

  ＜主な取組内容＞ 

 キャリア形成・風土醸成の研修を開催   （‘２２年度～継続実施） 

 女性技能職キャリア意識向上の取り組み  （‘２４年度～継続実施） 

 



 

＜目標３＞職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備 

男性育休取得者の内、取得期間１４日以上取得率７０％以上とする 

  ＜主な取組内容＞ 

 男性育休取得促進の教育・情報発信  （‘２１年度～継続実施） 

 工場勤務者への制度周知を強化    （‘２５年度～） 

   

   

＜目標４＞次世代育成支援対策推進法に基づく目標 

男性育休取得率を５０％以上とする 

   ＜主な取組内容＞ 

 男性育休取得促進の教育・情報発信  （‘２１年度～継続実施） 

 工場勤務者への制度周知を強化    （‘２５年度～） 

 

 

＜目標５＞次世代育成支援対策推進法に基づく目標 

フルタイム労働者（25～39 歳）の法定時間外労働を４５時間未満（各月毎の

平均）とする   ※計画期間の終了日の属する事業年度 

  ＜主な取組内容＞ 

 ÐE&Ｉ推進活動       （‘２１年度～継続実施） 

 労働時間管理の見える化   （‘２４年度～継続実施） 

 

 

＜目標６＞次世代育成支援対策推進法に基づく目標 

働く女性の環境改善（女性特有の健康課題への取り組み） 

  ＜主な取組内容＞ 

 女性特有の健康課題の理解活動   （‘２３年度～継続実施） 

※不妊治療含む 

 働きやすい環境の整備       （‘２５年度～） 

 

       

                          以上 


